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○ 取扱い 

 逆流性食道炎に対するイトプリド塩酸塩錠（ガナトン錠等）の算定は、

原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 イトプリド塩酸塩錠（ガナトン錠等）は、ドパミン D2 受容体拮抗作用

とアセチルコリンエステラーゼ阻害作用との協調作用により消化管運動

を賦活する作用を有し、また、ドパミン D2受容体拮抗作用に基づく制吐

作用を有する医薬品である。添付文書の効能・効果は「慢性胃炎における

消化器症状（腹部膨満感、上腹部痛、食欲不振、胸やけ、悪心、嘔吐）」で

あり、逆流性食道炎に対する投与は適応外である。 

 以上のことから、逆流性食道炎に対する当該医薬品の算定は、原則とし

て認められないと判断した。 

 


